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損害保険研究費助成制度 新規受給者決定 
 

2008 年 9 月 18 日付けニュース・リリース 08－13 でお知らせしたとおり、損保総研

では今年度の研究費助成金新規受給者の応募を受け付けていましたが、10月29日（水）

に開催した助成金審査会において、次の 5 名を新規受給者とすることを決定しました。  
 
この制度は、損害保険および関連する分野の学問的研究振興のため、本分野の研究に

従事する新進気鋭の学者および大学院生に対して研究費の一部を助成するものです。 
原則として各受給者に対し 3 年間継続して助成金を支給するので、昨年度 2 名、一昨

年度 3 名の継続受給者とあわせ、今年度の受給者は合計 10 名となります。 
また、制度発足以来 13 年間の受給者は累計で 56 名となりました。 
過去に助成された若手研究者は、全国各地の大学、大学院において教授、准教授等と

して活躍しています。 
 
今年度の新規受給者 

・ 駒澤大学大学院経営学研究科在籍     梅田 篤史さん 
・ 専修大学商学部准教授          杉野 文俊さん 
・ 明治大学法学部法律学科専任助手     松谷 秀祐さん 
・ 京都大学大学院法学研究科助教      山下 徹哉さん 
・ 東北福祉大学大学院総合福祉学研究科在籍 呂 慧 芬さん 

（五十音順） 
以上 

この資料は、保険関係業界紙各社へ同時に配布しております。 

             
            本件に関するお問い合わせ先 

〒101-8335 千代田区神田２－９ 

財団法人損害保険事業総合研究所 

編集室 鈴木 喜昭（TEL：03－3255－5513） 

 

 
                          2008 年 11 月 11 日 

        （財）損害保険事業総合研究所 
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